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～本日の説明の流れ～～本日の説明の流れ～

第１章第１章 大阪府電子調達システムの構成大阪府電子調達システムの構成

第２章第２章 電子調達システムの特徴と注意点電子調達システムの特徴と注意点

第３章第３章 電子申請システム電子申請システムの特徴と操作の特徴と操作手順手順

第４章第４章 電子入札システムの特徴と操作手順電子入札システムの特徴と操作手順

第５章第５章 その他の操作方法その他の操作方法

問い合わせ等問い合わせ等



第１章第１章 大阪府電子調達システム大阪府電子調達システム
の構成の構成
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調達業務支援
システム

業者情報システム

電子入札システム

大阪府電子調達システム

11(1)(1) 大阪府電子調達システムとは大阪府電子調達システムとは
第１章 大阪府電子調達システムの構成

大阪府電子調達システムは入札の透明性・客観性、競争性の一層の向
上と事務の効率化を目的としたシステムです。

業者

電子
申請

電子入札

入札参加
資格審査

発注,契約
検査,支払

公開画面

電子申請

案件
照会

入札 大阪府

相互に
連携

ICカード
登録
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大阪府電子調達（電子入札）システム

大阪府トップページ
⇒http://www.pref.osaka.jp/

11((22)) 大阪府トップページからのアクセス方法大阪府トップページからのアクセス方法
第１章 大阪府電子調達システムの構成

「オンラインサービ
ス」内の①「電子入
札」をクリックします。

大阪府電子調達（電
子入札）システムが
表示されます。
②各システムのボタ
ンをクリックします。

②
①
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1(3)1(3) 大阪府電子調達システムの構成大阪府電子調達システムの構成

・入札参加資格申請
・電子入札用ＩＣ
カード登録

・入札参加資格確認
申請
・入札書の提出

電子申請システム電子申請システム

電子入札システム電子入札システム

情報公開情報公開などなど

・公開情報（入札公告
情報、予定価格な
ど）の閲覧
・ＦＡＱ（よくある質
問）などの閲覧

大阪府電子調達
（電子入札）システム

第１章 大阪府電子調達システムの構成

<ログイン>
ID/ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
または
ICカード

<ログイン>
ID/ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
または
ICカード

<ログイン>
ICカード
のみ

<ログイン>
ICカード
のみ

<ログイン>
ログイン
不要

<ログイン>
ログイン
不要
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11(4)(4) 電子調達システムをご利用いただくために電子調達システムをご利用いただくために(1)(1)

○電子電子調達システムをご利用するために御用意いただくものを簡単に調達システムをご利用するために御用意いただくものを簡単に
ご紹介します。ご紹介します。

インターネットインターネット

大阪府電子調達
システム

パソコン
・Windows XP等のＯＳでｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続可能
・メール、Webブラウジング
・JAVA実行環境、ウイルス対策ソフトなど

パソコン
・Windows XP等のＯＳでｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続可能
・メール、Webブラウジング
・JAVA実行環境、ウイルス対策ソフトなど

ICカード、ICカードリーダ
・電子入札に参加するため
には、国土交通省仕様の
ICカード／ICカードリー
ダが必要です。

ICカード、ICカードリーダ
・電子入札に参加するため
には、国土交通省仕様の
ICカード／ICカードリー
ダが必要です。

インターネット接続環境
・インターネット接続のため
のプロバイダ契約
・インターネット接続回線

（ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ推奨）
・必要に応じ機材（ﾙｰﾀ等）

インターネット接続環境
・インターネット接続のため
のプロバイダ契約
・インターネット接続回線

（ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ推奨）
・必要に応じ機材（ﾙｰﾀ等）

第１章 大阪府電子調達システムの構成
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11(5)(5) 電子調達システムをご利用いただくために電子調達システムをご利用いただくために(2)(2)

○電子調達システムを利用するために注意すること（パソコン設定等）電子調達システムを利用するために注意すること（パソコン設定等）

・利用する通信プロトコル
「HTTP、HTTPS、LDAP、SMTP」を使用します。

プロトコル：コンピュータ同士が通信するための手順、通信規約
HTTP：Webサーバーとクライアント端末（パソコン）の通信規約
HTTPS：Webサーバーとの通信プロトコルで、セキュリティ

向上のために、SSLという暗号化を行なって通信します。
LDAP：ユーザ管理等の情報を利用するための通信プロトコルで、

電子調達では、ICカードによる本人性の確認等で利用します。
SMTP：電子メールの送信を行う際に利用します。

・お手持ちのパソコンにこれらが利用できる設定が必要です。
・これらが利用できるプロバイダと契約する必要があります。

（ただしLDAPは申請では利用しません）

これらのプロトコルの設定等につきましては詳しくは貴社のシステム担当
またはインターネットサービスプロバイダなどにおたずねください。

第１章 大阪府電子調達システムの構成
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11(6)(6) 電子調達システムをご利用いただくために電子調達システムをご利用いただくために(3)(3)

○WindowsWindows XPXPをご利用のみなさまにをご利用のみなさまに
・Windows XPをご利用のみなさまで、サービスパック２（SP2）を適用され
た場合、電子調達システムがうまく動作しないといった影響がある可能性が
あります。

・ポップアップブロック機能
ポップアップ画面が表示されず、次の画面に遷移できなくなる。

・ダウンロード防止機能
ダウンロード実行時に、警告ダイアログが表示される。

お使いの「インターネットエクスプローラ」の設定変更により
対応することが可能です。

○WindowsVista等をご利用のみなさまに
・最新のオペレーションシステムなどの「Windows Vista」及び「Internet 
Explorer 7」（最新機種に搭載されています）は、現在利用できません。

第１章 大阪府電子調達システムの構成



第第２２章章 大阪府電子調達システムの大阪府電子調達システムの
特徴と注意点特徴と注意点
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２．１２．１ ICICカードの利用についてカードの利用について

第２章 大阪府電子調達システムの大阪府電子調達システムの
特徴と注意点特徴と注意点
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＜ＩＣカードはなぜ必要なの？＞
大阪府の電子入札に参加するためには、ＩＣカード（電子証明書）が必要
です。ＩＣカードを利用することによって高いセキュリティを確保するこ
とができます。
なお、電子入札用のＩＣカードを利用して電子申請システムへログインす
ることも可能です。

受注者

大阪府受注者

紙入札は 電子入札は

高いセキュリティ！高いセキュリティ！

入札書

印

入札書

電子入札におけるICカードは紙入札での印
鑑に相当します。

電子申請システムで、ICカード登録を行うことができます。

2.12.1((11)) ICICカードのカードの重要性重要性
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

印

印鑑 ICカード
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＜ＩＣカードはどこから購入するの？＞
大阪府の電子調達システムは、コアシステムの電子入札システムに準拠
しており、国土交通省の入札システムに対応したＩＣカードを利用するこ
とができます。

2.12.1((22)) ICICカードのカードの購入先購入先

大阪府電子調達システム

国土交通省、
大阪市等

対応しているすべての
システムで共用可能

コアシステムに対応した認証局
が発行するＩＣカード

認証局
電

子

署

名

法

①ICカード購入

③証明書の検証

本人性の確認

②システム利用
（データ送信）

GPKI
LGPKI

第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点
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○電子署名・電子認証とは
電子的に情報をやり取りする場合、情報の受信者・発信者がそれぞれ
本当に本人なのか、情報が途中で改変されていないかを確認する手段です。

○電子署名法の概要
・電子署名の法的基盤の確立
・民間認証事業者の認定制度の導入

○電子署名法の詳細
次のホームページを参照してください。

総務省情報通信政策局情報流通振興課
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/ninshou-law/law-index.html

経済産業省商務情報政策局情報経済課情報セキュリティ政策室
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digitalsign.htm

法務省民事局商事課
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html

第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点
2.12.1((33)) 電子署名法の概要について電子署名法の概要について
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ICカードの名義人について
大阪府電子調達システムでは次のいずれかの名義のＩＣカードが利用で
きます。
① 入札参加資格に契約先として登録している者
（本店契約であれば代表者、支店契約であれば府内営業所の代理人）
② ①の者より代理人として、電子入札に関する入札・見積りについての
権限の委任を受けている者

なお、②の場合、ＩＣカード登録時に①の者から当該ＩＣカードの名義
人が、このＩＣカードの利用による電子入札に関する入札・見積もりに
ついての権限の委任を受けているか確認する画面が表示されます。

2.12.1((44)) ICICカードカード利用上の注意利用上の注意((１１))

※ICカードの名義人が変わる場合には、新しい名義人のICカードが必要です。
新しいICカードの取得までの期間は委任を受けた別の名義人のICカードを利用してください。

第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

複数枚の複数枚のICICカード登録カード登録
大阪府電子調達システムでは複数枚のICカードを登録する事が出来ます。
大阪府では、紛失・失効等への備えのために、複数枚のICカードをご用
意頂くことを推奨しています。
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2.12.1((55)) ICICカード利用上の注意カード利用上の注意((２２))
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

ICカードの登録について
大阪府電子調達システムでは電子申請システムからのみICカード登録を
行うことが出来ます。
※電子入札システムからは登録ができないのでご注意ください。

特定JV、経常JVのICカードについて
①特定JVの場合は、代表構成員のICカードを用いて、入札参加申請等
の処理を行います。
②経常JV(建設工事のみ)の場合は、事前に経常JV用として登録したIC
カードを用いて入札参加申請等の処理を行います。

○大阪府に単体企業として登録したＩＣカードは、経常ＪＶのカード
として再登録することは出来ません。同様に経常ＪＶとして申請し
たＩＣカードは単体企業として再登録することはできません。
○大阪府では大阪府ではカード自身の有効期限とは関係なく、カード自身の有効期限とは関係なく、経常ＪＶの有効期経常ＪＶの有効期
限は１年になります。限は１年になります。ＩＣカードの有効期限に注意してください。
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2.12.1((66)) ICICカード利用上の注意カード利用上の注意((３３))

ＩＣカードの有効期限について

期限切れのカードについて

ＩＣカードにはカードそのものに有効期限があります。
有効期限はカード会社や種類により異なります（約1年～3年）
※※経常ＪＶで登録するＩＣカードの有効期限は、カードそのものの有経常ＪＶで登録するＩＣカードの有効期限は、カードそのものの有
効期限とは関係なく、経常ＪＶの期限である当該年度内のみ有効とな効期限とは関係なく、経常ＪＶの期限である当該年度内のみ有効とな
ります。ります。

有効期限の切れたカードは使えません。
破棄した上、新しいカードを購入してください。

電子入札での連絡先が変更になった場合

電子入札での連絡先が変更になった場合は、電子申請システムからＩ
Ｃカード変更申請を行ってください。
ただし、そのＩＣカードですでに入札参加申請を行っている案件があ
る場合にその連絡先は変更されませんので、電子入札システムより企
業プロパティの変更で案件ごとに変更する必要があります。

第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点
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ＩＣカード会社の情報

ICICカードの購入についてカードの購入について
大阪府電子調達（電子入札）システムホームページには、システムに対
応しているICカード会社の情報が掲載されています。参考の上、ICカー
ドを購入してください。

＜大阪府電子調達
（電子入札）システム＞

2.12.1((77)) ICICカード会社の情報についてカード会社の情報について
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点
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（参考）ＩＣカード会社の比較表（参考）ＩＣカード会社の比較表

インストールCD配布時点で対応している

発注機関は自動的に設定されます。ま
た、HPから最新版のダウンロードも可能
です。

お客様任意の設定も電子入札ソフトの発
注機関設定画面から行うことができます

連続3回の入力ミスでＩＣカードが閉塞しま
す。

閉塞の解除は当社提供のツールでお客
様自身で可能になっています（無償）。詳
細な解除方法については別途お問合せ下さい。

Ｂ社

●複数発注機関のJavaPolicy設定を簡単

に行えるWEBツールをご用意してい
ます。

●ICカードPINを連続10回入力ミスした場
合、ICカードが使用不可となります。

●第三者による不正利用などを防止するため、

ロック解除は不可となります。(新たにIC
カードの取得要）

Ａ社

Ｊａｖａポリシーの設定方法ＰＩＮ番号の連続誤入力によるロッ
ク

認証
局

大阪府電子調達（電子入札）システムホームページに掲載されているIC
カード会社の情報（一部抜粋）

※※電子入札に参加するには以下の事前準備が必要です。電子入札に参加するには以下の事前準備が必要です。
①入札参加資格申請①入札参加資格申請
②ICカードの購入
③ICカード登録
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２．２２．２ 電子入札システムの注意点電子入札システムの注意点

第２章 大阪府電子調達システムの大阪府電子調達システムの
特徴と注意点特徴と注意点



21

2.22.2((11)) 参加資格確認申請、入札書提出等の注意点参加資格確認申請、入札書提出等の注意点
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

特に重要な処理特に重要な処理
電子入札においては、期限が設定されている処理があります。この期限電子入札においては、期限が設定されている処理があります。この期限
までに適切に処理が終わらないと次の処理に進めなくなるため注意が必までに適切に処理が終わらないと次の処理に進めなくなるため注意が必
要です。要です。

参加資格
確認申請

＜参加資格確認申請＞＜参加資格確認申請＞
・入札説明書の確認・入札説明書の確認

・添付資料の作成・添付資料の作成

・・参加資格確認申請参加資格確認申請
（受信確認）（受信確認）

・・参加資格確認通知参加資格確認通知
書の確認書の確認

＜入札書提出＞＜入札書提出＞

・設計図書の確認・設計図書の確認
・内訳書の作成・内訳書の作成

・・入札書の提出入札書の提出
（受信確認）（受信確認）

＜落札結果確認＞＜落札結果確認＞
・公開画面の確認・公開画面の確認

（落札結果）（落札結果）
＜落札した場合＞＜落札した場合＞

・契約準備・契約準備

入札書提出

締
切

締
切

落札結果の確認

②

③

事前準備

＜事前準備＞＜事前準備＞

・入札参加資格申請・入札参加資格申請
・・ICICカードの購入カードの購入

・・ICICカード登録カード登録

①

①
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2.22.2((22)) 受信確認のための画面印刷受信確認のための画面印刷
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

印刷

重要な画面では、印刷を行うまで次
の画面へ進むボタンが押せなくなり
ます。
印刷を行うと、ボタンがグレーから
青に変わりボタンが押せるようにな
ります。

①①受信確認通知（参加資格確認申請、入札書提出）受信確認通知（参加資格確認申請、入札書提出）
先に挙げた期限のある処理については、すべての入力が完了し、その結先に挙げた期限のある処理については、すべての入力が完了し、その結
果の送信を期限までに終了する必要があります。システム側で処理が完果の送信を期限までに終了する必要があります。システム側で処理が完
了したことを証明する受信確認通知を印刷し、確実に提出が完了してい了したことを証明する受信確認通知を印刷し、確実に提出が完了してい
ることを確認してください。ることを確認してください。

＜入札書受信確認通知の例＞
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2.22.2((33)) 入札参加資格確認申請の結果確認入札参加資格確認申請の結果確認
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

※一般競争入札であれば参加資格確認申請後、５～１０分程度で審査結果が発行されます。

参加資格が「有」であれば、入札に
参加できます。
「無」の場合で、結果に疑問がある
ときは理由請求を行ってください。

②②参加資格確認通知書の確認参加資格確認通知書の確認
参加資格確認を行った後には、必ず参加資格確認通知書にアクセスし、参加資格確認を行った後には、必ず参加資格確認通知書にアクセスし、
入札に参加できるか確認してください。入札に参加できるか確認してください。
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2.22.2((44)) 入札書の内容確認入札書の内容確認
第２章 大阪府電子調達システムの特徴と注意点

入札書で提出した内容は、後で確認
することができないため、必ず印刷
して手元に残すようにしてください。

③③入札書の提出入札書の提出
入札では、入札書提出後の確認や入札書の再提出はできません。特に入入札では、入札書提出後の確認や入札書の再提出はできません。特に入
札金額については誤りがないように正確に入力してください。札金額については誤りがないように正確に入力してください。



第３章第３章 電子申請システムの電子申請システムの
特徴と特徴と操作手順操作手順
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○インターネットによる電子申請インターネットによる電子申請の流の流れれ

電子申請トップ
ページから、必要
な業務を選択し、
画面の要領に従っ
て申請します。

現在の申請状況を
確認できます。申
請時の問い合わせ
番号でもログイン
可能です。

受付票をインター
ネットで取得でき
ます。契約時等に
必要になる場合が
あります。

電子申請電子申請 状況確認状況確認 受付票取得受付票取得



27

○申請の種別について申請の種別について

新規申請新規申請

新規申請新規申請

変更申請変更申請

これまで府の入札参加登録（建設工事等、物品関係、請負契
約業務）のない方が資格登録する際に用いる機能です。

既に資格登録している方が用いる機能です。通知済みのＩＤ・
パスワードもしくは登録済みＩＣカードが必要です。

申請情報（業者基本情報・業種情報）に対して変更を行う場
合に用いる機能です。

受注者

大阪府受注者

今までは これからは

より便利に！より便利に！

紙中心の申請 インターネットへＳＨＩＦＴ！インターネットへＳＨＩＦＴ！

インターネットインターネット

（資格未登録）

（資格登録済）
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パスワード通知用メールアドレス
→ＩＤ・パスワード通知用のメールアドレスです。
行政書士の方が代行申請する場合でも、パスワード通知用メー
ルアドレスは申請者のメールアドレスの設定をお願い致します。
→大阪府から入札に関する情報提供を行う場合があります。

申請状況通知用メールアドレス
→電子申請の受付結果や審査結果などの各種状況通知を通知
するためのメールアドレスです。

物品公開見積合わせ用メールアドレス
→物品関係の参加資格申請をされている業者の方で、物品公開
見積合わせに参加するためのメールアドレスです。

用途に合わせて適切なメールアドレスを登録してください！

○電子申請で登録するメールアドレスについて
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○外字の運用について外字の運用について
→外字とは「ＪＩＳ第１水準または第２水準以外の文字」です。

→代表的な外字の例として、以下のようなものがあります。

→外字については、本システム上で取り扱えません。
外字を含んだ名称等を申請する場合は、
①当て字による項目入力
②入力欄右横の「当て字」のチェック
③外字届を作成し、他の提出書類と一緒に郵送

が必要となります。

→これまで外字で申請した名称、所在地、氏名等はカタカナに
変換されておりますので、変更申請で適切な「当て字」に
変更してください。
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○受付票について
・電子申請システムによる入札参加申請の受付票には、インターネッ
トを通じて入手することができます。
・新しい受付票には、押印欄を設けており、印刷後押印します。
・契約時等、提出を求められた場合に持参してください。
（実印の印鑑証明書を合わせて持参してください実印の印鑑証明書を合わせて持参してください）
・変更申請を行った場合は新しい受付票を取りだして押印してください。

インターネットインターネット受注者

受付票

申請者 ○△株式会社

実印欄 使用印欄

この欄に押印し、
必要時に

提出してください。

この欄に押印し、
必要時に

提出してください。
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○口座情報登録について口座情報登録について
口座情報登録の際に注意していただきたいのは、
●電子申請システムで登録できる口座は、１業者１つです。また、
システムで登録した口座は自らが管理することになります。
●物品公開見積合わせに参加される方は必ず電子申請システムに
よって口座情報登録を行ってください。
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３．１ 物品・委託役務新規申請
（資格未登録）

第３章 電子申請システムの
特徴と操作手順
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33.1.1(1)(1) 電子申請メニュー電子申請メニュー((物品・委託役務物品・委託役務))

大阪府電子申請シ
ステムトップメ
ニューです。
①「物品・委託役
務業者」ボタンを
押してください。

①

物品・委託役務業者

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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33.1.1(2)(2) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格申請メニュー入札参加資格申請メニュー

物品・委託役務業
務における入札参
加資格申請の手続
きを行います。

※ここでは、新規
申請（資格未登
録）を行います。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

新規申請（資格
未登録の方）を
押します

①

新規申請（資格未登録の方）

①

資格未登録→これまで府の入札参加資格登録のない方
資格登録済み→既に資格登録をしており、通知済みのＩＤ、パスワードのある方

※建設工事で登録のある方はこちらから入力してください。
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33.1.1(3)(3) 物品物品・・委託委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((資格未登録資格未登録))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

外字届

時間延長
外字届を提出する
場合は、外字届ボ
タンで外字届を表
示、印刷します。

注意事項
「外字届」ボタンで外
字届を表示、印刷しま
す。

①「▼」ボタンを
押下するか、ま
たはスクロール
バーを下に移動
して次画面に移
動します。

①

●セッション時間について
電子申請システムのセッション時間は４０分になります。入力に時間
がかかりそうなときは、①画面左上部の時間延長ボタンをクリックし
ます（セッション時間４０分延長）、②ローカル保存ボタンをクリッ
クする（ローカルにファイルを一次保存）ことができます。

保存・読込
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物品・委託役務業
務における参加資
格要件が表示され
ますので、よくお
読みください。

③
①

①

③「業者基本情報」
ボタンで次画面
に移動します。

33.1.1(4)(4) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((資格未登録資格未登録))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

業者基本情報 ②同意画面にて、入
札参加資格申請に
関する同意事項に
同意します。

②
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①

①業者基本情報の商
号または名称につ
いて漢字とフリガ
ナを入力します。

業者基本情報を確
認します。

②
「申請者（本
社）」ボタンで次
画面に移動します。

②

時間延長

申請者（本社）

33.1.1(5)(5) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((業者基本情報入力業者基本情報入力))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

□当て字

注意事項
外字対応で、当て字を使用する場合、入力欄には当て
字で入力した上で、「当て字」欄をチェックしてくだ
さい。

●入力情報について
申請者（本社）については、必須入力項目となっておりますが、受任先・
府内営業所については任意となっております。
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①

代表者～登記簿上
所在地まで全て入
力します。

①

②「受任先（営業
所・支店情報）」
ボタンで次画面に
移動します。

申請者（本社）情
報を入力します。

②

注意事項
事業所固有の郵便番号、
私書箱は入力しないでく
ださい。

□当て字

注意事項
外字対応で、当て字を使用する場合、
入力欄には当て字で入力した上で、
「当て字」欄をチェックしてくださ
い。

33.1.1(6)(6) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((申請者情報入力申請者情報入力))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

受任先
（営業所・支店情報）
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33.1.1(7)(7) 住所検索住所検索

前頁にて郵便番
号を入力し、
「住所検索」ボ
タンを押下する
と、検索結果が
表示されます。

ラジオボタンに
チェックを入れ、
決定ボタンを押
します。

①

②

郵便番号から住所
検索を行います。①

②

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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①

申請者が受任者を
設ける場合、「委
任する」をチェッ
クします。

①

②

「保存・読込」ボ
タンでここまで入
力した情報を保存
します。

受任先（営業所・
支店情報）情報を
入力します。

③ ② 営業所・支店名称
～営業所・支店
FAX番号まで全
て入力します。

③

33.1.1(8)(8) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((受任先情報入力受任先情報入力))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

保存・読込
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①

保存ボタンを押す
と今までの入力内
容がパソコンに保
存されます。

①

②

「府内営業所情
報」ボタンで次画
面に移動します。

ページの一番下ま
でジャンプします。

②

一度保存した情報
を読み込むときは
読込ボタンを押し
ます。

③注意事項
「保存」を押すことで申請作業を一時中
断して、途中経過をご自身のパソコンに
保存することができます。再開する場合
は、「読込」ボタンを押下します。

33.1.1(9) (9) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((保存・読込保存・読込))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

③ 府内営業所情報
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①
府内事業所名称～
府内営業所ＦＡＸ
番号まで全て入力
します。

①

②

府内営業所情報を
入力します。

②

「その他情報」ボ
タンで次画面に移
動します。

その他情報

注意事項
申請者（本社）と受任先（営業所・支店情報）が府外で、
府内に営業所・支店がある場合に記入してください。
なお、府内に事業所がない場合は、特定調達契約のみの入
札参加申請となります。

33.1.1(10)(10) 物品物品・委託・委託役務関係役務関係競争競争入札入札 新規申請新規申請((府内府内営業所営業所情報入力情報入力))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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会社等の業種～事
業活動経過まで全
て入力します。

①

③

その他情報を入力
します。

「物品申請項目」
ボタンで次画面に
移動します。

①

③

33.1.1(11) (11) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((その他情報入力その他情報入力))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

物品申請項目

②

② メールアドレスの
登録を行います。

●メールアドレスの登録について
用途に応じて必要なアドレスを登
録してください。

●メールアドレスの登録について
用途に応じて必要なアドレスを登
録してください。

事業活動経過は、個人、
NPO、任意団体のみ必
須入力です。その他は入
力しなくてもかまいませ
ん。
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①

②

物品申請項目情報
を入力します。

指名競争入札にお
いて希望する契約
種目を１種目選択
します。
物品公開見積合わ
せに参加する種目
になります。

①

②

特定調達契約にか
かる一般競争入札
において希望する
契約種目を選択し
ます。（複数選択
可）

33.1.1(12) (12) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((物品申請項目入力物品申請項目入力))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

①の指名競争入札欄について
府内に事業所がない場合については選択で
きません。また、選択できる契約種目は1
種目で名簿登載後、変更できません。

①の指名競争入札欄について
府内に事業所がない場合については選択で
きません。また、選択できる契約種目は1
種目で名簿登載後、変更できません。

注意事項
委託役務のみの場合は
入力不要です。
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「委託役務申請」
ボタンで次画面に
移動します。

④

③主要取扱い品名、
主要取扱メー
カーを入力しま
す。

33.1.1(13) (13) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((主要取扱い品目等入力主要取扱い品目等入力))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

注意事項
委託役務のみの場合は
入力不要です。

④

委託役務申請

③

（途中画面省略）
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①

②

委託役務の希望業
務情報を入力しま
す。

「申請種目一覧
表」ボタンを押し
て、種目一覧を表
示します。

②

申請を希望する業
務の番号を選択し
ます。

③ ③「許可」ボタンを
押して「許可情報
登録」画面に移動
します。

①

注意事項
許可情報の確認が必要な項目を申請した
場合、「許可」ボタンを押下して許可情
報の入力を行います。

33.1.1(14) (14) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請（希望業務情報入力）新規申請（希望業務情報入力）
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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申請種目の一覧表
示です。

（途中画面省略）

33.1.1(15) (15) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請（申請種目一覧表）新規申請（申請種目一覧表）
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

①「印刷」ボタンを
押して印刷してく
ださい。

①
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①

②

委託役務の許可情
報を入力します。

該当する選択欄に
チェックを入れま
す。②

資格・免許取得者一覧

「資格・免許取得
者一覧」ボタンを
押して次画面に移
動します。

①

注意事項
・物品のみの場合は入力不要です。
・申請した業務に応じた許可情報登録を
行ってください。（画面は、建築物衛生
管理業の知事登録）

33.1.1(16) (16) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請 （許可情報登録）（許可情報登録）
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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①

②

資格・免許取得者
数を入力します。

該当する項目に、
職員数を入力しま
す。

② 「入力者情報」ボ
タンを押して次画
面に移動します。

①

33.1.1(17) (17) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((資格・免許取得者数入力資格・免許取得者数入力))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

注意事項
物品のみの場合は入力
不要です。

入力者情報
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戻って再度変更入
力をするとき、必
要なボタンを選択
します。

「次へ」ボタン
を押します。

①

②

今回の申請で入力
した入力者の情報
を入力します。

①

②

33.1.1(18) (18) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((入力者情報の入力）入力者情報の入力）
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

申請者情報については入力者本人の情報を入力してください。
行政書士の方は所属には「行政事務所名、電話番号」、氏名には「行
政書士の氏名」を記入してください。
なお全て全角文字（英数字とも）で入力してください。
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33.1.1(19) (19) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((不備内容の確認不備内容の確認))

入力内容に不備が
あった場合、修正が
必要な箇所を示す
メッセージが表示さ
れます。

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

「閉じる」ボタン
を押すと、変更申
請画面に戻ります。
エラーで示された
箇所を修正してく
ださい。

①
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33.1.1(20) (20) 企業コード検索企業コード検索

①

申請された情報を
もとに企業コード
の検索を行います。

申請情報が正しく
表示されているこ
とを確認して「検
索」ボタンを押し
てください。

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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33.1.1(21) (21) 企業コード検索結果選択企業コード検索結果選択

（途中画面省略）

①

検索結果を選択し
ます。

検索結果が表示さ
れますので、一覧
から該当の業者を
選択後、「決定」
ボタンを押します。
該当する情報が存
在しない場合は、
「該当情報なし」
を選択後、「決
定」ボタンを押し
ます。

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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33.1.1(22) (22) 企業コード確認企業コード確認

①

企業コードの確認
を行います。

表示された情報に
誤りがなければ、
「ＯＫ」ボタンを
押します。

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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入力内容を修正す
る場合、「戻る」
ボタンを押します。

①

入力内容に誤りが
なければ、「次
へ」ボタンを押し
ます。

②

新規申請で入力し
た内容を確認しま
す。

33.1.1(23) (23) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((入力内容の確認入力内容の確認))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

① ②次へ

（途中画面省略）
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入力内容を確認した
後、送信確認画面に
進みます。

「印刷」ボタンを
押します。

印刷が終わったら、
「閉じる」ボタンを
押してください。

入力内容を確認した
後、送信確認画面に
進みます。

「印刷」ボタンを
押します。

印刷が終わったら、
「閉じる」ボタンを
押してください。

33.1.1(24) (24) 物品・委託物品・委託役務関係競争役務関係競争入札入札 新規申請新規申請((印刷用画面印刷用画面))
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

①

②

（途中省略）

① ②
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入力内容を修正
する場合、「戻
る」ボタンを押
します。

②

申請した内容を
送信する場合は、
「送信」ボタン
を押します。

①

送信確認を行いま
す。

33.1.1(25) (25) 送信確認送信確認
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

①②

送信ボタンは１度だけ押してください。２度以上
続けて押すと二重登録などのエラーを引き起こす
原因となります。
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「印刷」ボタン
を押して印刷を
行います。

①

「終了」ボタン
を押して、電子
申請システムの
トップメューに
戻ります。

②

データ送信が完了
し、到達確認通知
が表示されます。

②
①

33.1.1(26) (26) 到達確認通知到達確認通知
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

IDとパスワード
は資格未登録の
ときだけ表示さ
れます。

注意事項
IDおよびパスワードは、電子申請システムの各
メニューにログインするために必要となります。
印刷ボタンによる印刷、メモを取るなど控えを
取るようにしてください。
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○○電子申請システムを利用するには、ＩＤ・パスワードが必要です。電子申請システムを利用するには、ＩＤ・パスワードが必要です。

●パスワード変更機能 →パスワードを変更することができます。
●パスワード通知機能 →現在のパスワードの通知を受けることができます。
＊ＩＤ、パスワードについては他人に知られることのないように厳重に
管理して頂くとともに、パスワードは定期的に変更して頂きますよう
お願いします。

●パスワード通知機能を利用するためには、あらかじめメールアドレスを登録しておく必要
があります。パスワードがわからなくなった場合は、大阪府電子調達ＨＰから「ID・パス
ワードの再通知依頼書」をダウンロードして頂き、所定の手続きに則って再通知依頼をして
ください。なお、この際パスワードは初期の状態に戻りますのでご注意下さい。

3.1(27)3.1(27) パスワードの管理パスワードの管理
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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33.1.1(28) (28) 必要必要書類一覧書類一覧
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

入札参加資格申請
を済まされた方は
必要書類を郵送す
る必要があります。

大阪府物品・委託
業者入札参加資格
申請メニューの
「郵送書類一覧」
を選択すると、こ
の一覧が表示され
ます。

原本 1
（発行日から３ヶ月以内）

原本 1
（発行日から３ヶ月以内）

原本 1
（発行日から３ヶ月以内）

貸借対照表 写し 1

損益計算書 写し 1

利益金（損失）処分計算書 写し 1

⑩ ＩＳＯ認証状況を証明する書類 写し

⑦ 資格・免許取得者数申告書

確　　　　認　　　　事　　　　項
原本又は
写しの別

法人の
場合

個人の場合
（NPO任意
含む）

原本

契約実績申告書 委託役務関係入札参
加資格を申請する場
合のみ

△

△

商業登記簿謄本 ○

②

府税に関する納税証明書

原本 ○

後見登記等ファイルに登記されてい
ないことの証明書

身分証明書①

（発行日から３ヶ月以内）

○ 1

（発行日から３ヶ月以内）

○

1

○

提
出
部
数

○

最近1ヵ年のもの（半年決算の場合は2期分）

③

国税に関する納税証明書

原本

④

財
務
諸
表 ○

○

⑤ 免許・許可・認可等の証明書 写し

1

△

⑥ 障害者雇用状況報告書 写し
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により事業主（常時雇用労働
者数が５６名以上）に義務化されている「障害者雇用状況報告書」の写
し。

⑨

△

委託役務関係入札参
加資格を申請する場
合のみ

原本

⑧ 設備機器保有状況申告書 原本 1

1 △
登録証及び付属書の写し。ただし、付属書がない場合は、登録証の写
しのみ提出してください。

委託役務関係入札参
加資格を申請する場
合のみ

1

別紙「契約業種一覧表　委託役務関係」の種別コード
「００６」「０７６」「０８４」に申請する場合は記入例により作成してくださ
い。

別紙「契約業種一覧表　委託役務関係」の種別コード
「０３９」「０４０」「０４１」「０４２」「０５３」に申請する場合は記入例により作
成してください。

1

△

所定の用紙に記入してください。

1

営業､業務をおこなう上で必要なもの。
委託役務関係入札参加資格を申請する場合は、別紙「申請種別に関
連する資格証明等」を参照。
（従業員の免許については、添付不要。）

「府税に係る徴収金について未納
の徴収金がない」旨の証明書・府税
事務所発行分

消費税及び地方消費税に関する納
税証明書
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3.1(29)3.1(29) 電子申請メニュー電子申請メニュー（申請取扱状況確認）（申請取扱状況確認）

①「状況確認」ボ
タンを押します。

完了した申請がそ
の後どのような状
態にあるか確認す
る方法です。①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

状況確認

②

②登録済みＩＣ
カード、ＩＤ／
パスワード、到
達番号／問い合
わせ番号のいず
れかの方法でロ
グインします。
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3.1(30)3.1(30) 申請取扱状況確認申請取扱状況確認
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

①

詳細情報を確認
したい到達番号
を選択し、クリ
ックします。

申請手続の取扱状
況を確認すること
ができます。

①
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３．２３．２ ICICカード登録カード登録

第３章 電子申請システムの
特徴と操作手順
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3.2(1)3.2(1) ICICカード利用までの流れ（購入からカード利用までの流れ（購入からICICカードが利用できるまで）カードが利用できるまで）

①①ＩＣＩＣカードのカードの購入購入
→各企業・会社において、認証局に申請して購入します。

②ＩＣカードをパソコンで使えるよう設定パソコンで使えるよう設定
→ＩＣカードに同梱されているＩＣカードリーダーをパソ
コンで利用するために必要なソフトウェア（ドライバ）
をインストールします。

③大阪府のＪａｖａポリシー設定
→大阪府電子調達システムでＩＣカードを使用できるよう、
パソコンに発注機関のＵＲＬを登録します。

④Ｊａｖａポリシーの設定確認
→Ｊａｖａポリシーが正しく設定できたか、電子入札シス
テムのトップページにアクセスして確認します。

作業内容 問合せ先

認
証
局

大
阪
府

時計の確認

⑤ＩＣカードの登録申請ＩＣカードの登録申請
→電子申請システムにより、大阪府で登録（または登録申請
中）の業者情報とＩＣカード情報の結び付けを行います。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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①①ICICカードの購入についてカードの購入について
電子入札コアシステムに対応した民間認証局から提供されているＩＣ
カードを購入して下さい。＜大阪府電子調達（電子入札）システム→
ＩＣカード→ＩＣカード会社（民間認証局）の連絡先＞に、認証局の連
絡先が記載されています。

＜大阪府電子調達（電子入札）システム＞

3.2(2)3.2(2) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((１１))

ＩＣカード会社
（民間認証局）の連絡先

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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②②ＩＣカードをパソコンで使えるよう設定ＩＣカードをパソコンで使えるよう設定
認証局から送付されたICカード、ICカード
リーダに添付されている取扱説明書に従って
パソコンにＩＣカードを接続し、必要なソフ
トウェアをインストールしてください。

3.2(3)3.2(3) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((２２))

ICICカードリーダーカードリーダー

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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③③大阪府のＪａｖａポリシー設定大阪府のＪａｖａポリシー設定
認証局から送付されたICカード、ICカードリーダに添付されている取扱
説明書に従ってＪａｖａポリシーの設定を行ってください。

3.2(4)3.2(4) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((３３))

＜Javaポリシー設定ツール例＞
注意事項

Javaポリシーの設定ツールには、
・発注機関の一覧から選択する
・発注機関をすべて登録する
・発注機関名とURLを直接入力する
などの種類があります。認証局によっ
て異なりますので、取扱説明書または
HPの案内に従って設定を行ってくだ
さい。

発注機関のURLを直接入力する場合は、
https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/CALS/Accepter/
を入力してください。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順



68

④④Ｊａｖａポリシーの設定確認Ｊａｖａポリシーの設定確認
電子入札システムのトップページを開きます。Ｊａｖａポリシーの設定
が正しく完了していれば、必要なプログラムが自動的にダウンロードさ
れ、上部に時計が表示されます。

3.2(5)3.2(5) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((４４))

＜大阪府電子調達
（電子入札）システム＞

＜電子入札システムトップ＞＜電子入札システムトップ＞

電子入札

OK

NG

注意事項
時計が表示されない場合は、これま
での手順に問題がありますので、各
認証局に問い合わせてください。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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⑤⑤ICICカードの登録カードの登録申請申請についてについて
電子申請システムの電子申請システムのICICカードカード
登録申請より、登録申請より、IDID・パスワー・パスワー
ドにてログインを行いドにてログインを行いICICカーカー
ド登録を行って下さい。ド登録を行って下さい。

3.2(6)3.2(6) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((５５))

注意事項
大阪府へのＩＣカード登録は電子申請シ
ステムで行ってください。電子入札シス
テムでは行えませんのでご注意ください。

ここで入力した内容は、このＩＣカードを
使って案件に参加したときの連絡先になり
ます。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(7)3.2(7) 電子申請メニュー電子申請メニュー(IC(ICカード登録カード登録))

新規にＩＣカード
を登録します。

電子申請トップ
ページの「ＩＣ
カード申請」を
押下します。

①

ＩＣカード申請

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(8)3.2(8) ICICカード登録カード登録メニューメニュー

登録申請

ＩＣカード登録の
画面です。

ＩＣカード登録
画面の「登録申
請」を押下しま
す。

①

すでに登録済み
のＩＣカード、
もしくはＩＤと
パスワードでロ
グインします。

②①

②

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(9)3.2(9) ICICカード登録カード登録申請申請((録済み録済みICICカード一覧カード一覧))

①

②

ＩＣカード登録申
請画面です。

新しいカードを
登録する場合は、
「ＯＫ」ボタン
を押下します。

①

登録するＩＣ
カードを挿入し、
「ＩＣカード読
込」ボタンを押
下します。

②

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(10)3.2(10) ICICカード登録カード登録申請申請((業者情報の確認業者情報の確認))

「▼」ボタンを
押すか、または
スクロールバー
を下に移動して
次画面に移動し
ます。

①

ＩＣカードを登録
する業者基本情報
の確認を行います。

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(11)3.2(11) ICICカード登録カード登録申請申請(IC(ICカード情報の入力カード情報の入力))

ＩＣカードに関
連する情報を入
力します。

①

ＩＣカードを登録
する業者基本情報
の確認を行います。

※ ここで入力した内容
は、このＩＣカード
を使って案件に参加
したときの連絡先に
なります。

②

①
「ＯＫ」ボタン
をクリックしま
す。

②

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(12)3.2(12) 内容確認画面～到達通知確認画面内容確認画面～到達通知確認画面

入力内容確認画面

送信確認画面

到達通知確認画面
「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」→「到達通
知確認画面」の
「終了」ボタンを
押すと申請が終了
します。

①

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(3.2(1313)) 登録済み登録済みICICカードの確認方法カードの確認方法
第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

登録済みのＩＣ
カードを確認する
方法です。

ＩＣカード「変
更申請」にログ
インします。

①

登録ＩＣカード
一覧にすでに登
録が完了してい
るＩＣカードが
表示されます。

②

変更申請

①

②



第４章第４章 電子入札システムの電子入札システムの
特徴と操作説明特徴と操作説明
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はじめにはじめに

○ここでは、実際のシステムの画面イメージを用いながら、一般競争
入札におけるシステム操作の流れについてご紹介します。

○画面の右上にあるシンボルの意味は、次のとおりです。

インターネットにより
一般公開されている画面です。

電子申請システムで登録申請済みの
ＩＣカードが必要な画面です。
（入札参加資格がなくてもよい入札参加資格がなくてもよい）

電子申請システムで登録申請済みの
ＩＣカードが必要な画面です。
（入札参加資格がある場合のみ入札参加資格がある場合のみ）有

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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企業
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ

企業
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ

設計
図書

電子入札システムの運用イメージ電子入札システムの運用イメージ

公告公告

発注
予定

発注
予定公

開
公
開

参
加
申
請

参
加
申
請

入
札
・
落
札

入
札
・
落
札

公
開
公
開

予定
価格

予定
価格

入札
説明書

入札
結果

入札
結果

くじ
結果

くじ
結果

質問
回答

質問
回答

電子入札システム
トップ画面 案件検索画面

調達案件一覧

入札状況一覧

連絡
事項

連絡
事項

入札書
提出

入札書
提出

入札締切
通知書

入札締切
通知書

落札者決定
通知書

落札者決定
通知書

案件
情報

案件
情報 参加

申請

参加
申請

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

電子調達
(電子入札)
システム
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・公開情報より、公示・公告情報等の
情報検索
・入札説明書等一式のダウンロード

・公開情報より、公示・公告情報等の
情報検索
・入札説明書等一式のダウンロード

・認証局からＩＣカードの購入
・電子申請システムを利用してＩＣカード
の登録

・認証局からＩＣカードの購入
・電子申請システムを利用してＩＣカード
の登録

・電子申請システムを利用して入札
参加資格の申請
・口座情報の登録

・電子申請システムを利用して入札
参加資格の申請
・口座情報の登録

電子入札フローの詳細１電子入札フローの詳細１

①資格の取得①資格の取得

②ＩＣカードの準備②ＩＣカードの準備

③公告情報の閲覧③公告情報の閲覧

④案件への参画④案件への参画

ーー

電子申請システム

公開画面

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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電子入札フローの詳細２電子入札フローの詳細２

⑦落札結果の確認⑦落札結果の確認

・入札書の提出
・入札締切の確認

・入札書の提出
・入札締切の確認

・設計図書等のダウンロード
・質問事項の登録
・回答の確認

・設計図書等のダウンロード
・質問事項の登録
・回答の確認

・入札参加申請
・指名（非指名）通知の受理

・入札参加申請
・指名（非指名）通知の受理

④案件への参画④案件への参画

⑤質問と回答⑤質問と回答

⑥入札書提出⑥入札書提出

電子入札システム

電子入札システム

電子入札システム

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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４．１ WindowsXP SP2
利用時の注意事項

第４章 電子入札システムの
特徴と操作説明
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4.14.1 ＷｉｎｄｏｗｓＸＰＷｉｎｄｏｗｓＸＰ ＳＰ２をお使いの方へのご注意ＳＰ２をお使いの方へのご注意

○ダウンロード機能の注意点

○ポップアップブロックの注意点

＜影響＞
ダイアログなどのポップアップ画面が表示されず、画面遷移ができなくなる可
能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→プライバ
シーの「ポップアップブロックの設定」→「許可するWebサイトのアドレ
ス」に「https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/」を追加します。

＜影響＞
ダイアログなどのポップアップ画面が表示されず、画面遷移ができなくなる可
能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→プライバ
シーの「ポップアップブロックの設定」→「許可するWebサイトのアドレ
ス」に「https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/」を追加します。

＜影響＞
添付ファイル等をサーバからダウンロードする際に警告が表示され、正しくダ
ウンロードできなくなる可能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→セキュリ
ティの「信頼済みサイト」を選択→「サイト」を押下→「https://www.e-
nyusatsu.pref.osaka.jp/」を入力し、登録します。

＜影響＞
添付ファイル等をサーバからダウンロードする際に警告が表示され、正しくダ
ウンロードできなくなる可能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→セキュリ
ティの「信頼済みサイト」を選択→「サイト」を押下→「https://www.e-
nyusatsu.pref.osaka.jp/」を入力し、登録します。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

Windows XPをご利用のみなさまで、サービスパック２（SP2）を適用
された場合、電子調達システムがうまく動作しないといった影響がある
可能性があります。
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４．２ 案件公告

第４章 電子入札システムの
特徴と操作説明
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44..2(1)2(1) 公告情報の閲覧公告情報の閲覧

入札公告情報を閲
覧するときに押下
します。

①

大阪府電子調達シス
テムのポータルサイ
トです。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

②

①

入札結果を閲覧す
るときに押下しま
す。

②
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44..2(2) 2(2) 案件情報検索案件情報検索

①

②

区分を選択しま
す。

①

必要事項を記入、
選択します。

②

案件情報を検索しま
す。

③

「検索」ボタンを
押下します。

③

区分を選択することにより、業種・工種／契約
種目がそれぞれの区分ごとに切り替わります。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..2(3) 2(3) 公告（案件情報一覧）公告（案件情報一覧）

①

②

公告欄の「閲覧」
ボタンを押下し、
公告情報を表示し
ます。

① 予定価格欄の「閲
覧」ボタンを押下
し、予定価格情報
を表示します。

②

公告されている案件
の一覧が表示されま
す。
また、詳細内容の閲
覧をすることができ
ます。

公告

予定価格情報

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

＊物品については、
現在予定価格の事前
公表はしていません。
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44..2(4) 2(4) 公告（公告情報）公告（公告情報）

「入札説明書等一
式」（リンク）を、
押下します。

①

案件の公告情報の詳
細を見ることができ
ます。
また、入札説明書を
ダウンロードするこ
とができます。

①

入札説明書が複数ある場合、ダウンロード
は１ファイルずつ確実に行なってください。

②
②ファイルのダウン
ロード画面の「保
存」を押下し、入
札説明書をダウン
ロードします。

注意事項

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..2(5) 2(5) 公告（案件情報一覧）公告（案件情報一覧）

①

②

公告欄の「閲覧」
ボタンを押下し、
公告情報を表示し
ます。

① 予定価格欄の「閲
覧」ボタンを押下
し、予定価格情報
を表示します。

②

公告されている案件
の一覧が表示されま
す。
また、詳細内容の閲
覧をすることができ
ます。

公告

予定価格情報

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

物品については、
現在、予定価格の
事前公表はしてい
ません。
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44..2(6) 2(6) 公告（公告情報）公告（公告情報）

「入札説明書等一
式」（リンク）を、
押下します。

①

案件の公告情報の詳
細を見ることができ
ます。
また、入札説明書を
ダウンロードするこ
とができます。①

入札説明書が複数ある場合、ダウンロード
は１ファイルずつ確実に行なってください。

② ②ファイルのダウン
ロード画面の「保
存」を押下し、入札
説明書をダウンロー
ドします。

注意事項

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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４．３ 入札参加申請

電子入札システムを利用して案件への入札参加申請を行
います。
今回は、今回は、物品の一般物品の一般競争入札を例に挙げます。競争入札を例に挙げます。

第４章 電子入札システムの
特徴と操作説明
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44..3(1) 3(1) 入札説明書への質問（１）入札説明書への質問（１）

①
説明要求

入札説明書に対する質
問を行うことができま
す。

電子入札トップ
ページの「説明要
求」を押下します。

①

②

② ＰＩＮ番号入力ダ
イアログが表示さ
れるので、ＩＣ
カードを挿入後
「ＰＩＮ番号」を
入力し「ＯＫ」を
押下します。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(2) 3(2) 入札説明書への質問（２）入札説明書への質問（２）

入札説明書・案件内容 案件の検索を行います。

検索条件を選択し
ます。

①

② 「入札説明書・案
件内容」を押下し
ます。

この画面から、■入札説明書等への質問、■設計図書等への質問、
■参加資格なし等への質問、■非落札理由等の質問が行えます。

①

②

注意事項

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(3) 3(3) 入札説明書への質問（３）入札説明書への質問（３）

入札説明書・案件内
容調達案件一覧から
該当する案件を選択
します。

該当する案件の
「選択」を押下し
ます。

①①

調達案件名称（リンク）を押下すると、該当する案件
の概要を確認することができます。

注意事項

選択

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(4) 3(4) 入札説明書への質問（４）入札説明書への質問（４）

今までに寄せられた質
問を確認し、必要に応
じて質問を行います。

ＣＳＶ一括ダウンロード

質問入力

①

②

今までに寄せられ
た質問をＣＳＶ形
式でダウンロード
し、内容を確認し
ます。

①

② さらに質問が必要
なときは、「質問
入力」を押下しま
す。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

注意事項

入札書受付締切日まで閲覧が可能です。
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44..3(5) 3(5) 入札説明書への質問（５）入札説明書への質問（５）

①

②

③
参照添付資料追加④

添付できるファイルの容量は１ＭＢ以内です。添
付ファイルは、ウィルスチェックを最新版の
チェックデータ（定義ファイル）で行って下さい。
添付資料には質問を記入しないで下さい。

⑤ 入力内容確認
注意事項

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

題名を入力します。
（必須）

①

②質問内容を入力します。
（複数の質問を記入し
ないで下さい。）

③資料を添付する際は、
「参照」を押下し、添
付するファイルを選択
します。

④ 資料を選択した後、
「添付資料追加」を
押下します。

⑤ 最後に「入力内容確
認」を押下します。

※資料の添付を許可し
ていない案件もありま
すので質問方法につい
ては入札説明書を確認
して下さい。
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44..3(6) 3(6) 入札説明書への質問（６）入札説明書への質問（６）

入力した内容を確
認します。訂正す
るときは、②「戻
る」を押下します。

①

①

②
戻る

③ 登録した内容を確
認後、「登録公
開」を押下します。

③

登録公開

質問事項は１つずつしか受付られません。質問事項が複数あ
る場合は登録完了後、入札説明書への質問（４）からの手順
を繰り返して下さい。

注意事項

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(7) 3(7) 入札説明書への質問（７）入札説明書への質問（７）

「質問／回答一
覧」を押下し、入
札説明書・案件内
容質問回答一覧画
面へ戻ります。

①

登録完了画面です。

①

質問／回答一覧

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(8)3(8) 入札説明書への質問（８）入札説明書への質問（８）

質問／回答の「表
示」を押下します。

①

入札説明書に対する質
問の回答を見ます。

① 表示

発注者より回答が届くと、質問回答一覧画面の
回答日時欄に、回答日時が表示されます。

注意事項

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(9)3(9) 入札説明書への質問（９）入札説明書への質問（９）

「回答」欄に発注
者からの回答が記
述されています。

入札説明書に対する質
問の回答を見ます。

①

①

②

「戻る」を押下す
ると調達案件検索
へ戻ります。

③

② ③
戻る印刷

「印刷」を押下す
ると別ウインドウ
で印刷用の画面が
表示されます。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(10)3(10) 入札参加申請入札参加申請ログイン（電子入札システムトップ画面）ログイン（電子入札システムトップ画面）

①

「電子入札システ
ム」ボタンを押下
します。

①

入札参加資格の申請を
行います。
電子入札システムの
トップページから操作
を開始します。

注意事項

こちらに時刻が表
示されてから操作
をしてください。

電子入札システム

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(11)3(11) ログイン（ログイン（ PINPIN番号入力）番号入力）

①

②

「PIN番号」欄に
PIN番号を入力しま
す。

①

PIN番号を入力して認
証チェックします。

「ＯＫ」ボタンを
押下します。
②

あらかじめ電子申請システムにより
ＩＣカード登録が必要です。

注意事項

「PIN番号入力ダイア
ログ」が出ます。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(12)3(12) ログイン（検索条件入力）ログイン（検索条件入力）

①

②
③

ログイン完了です。
ここから
「調達案件一覧」
に進みます。

調達案件一覧

検索条件を入力し
てください。

①

② スクロールバーで
移動します。

③ 「調達案件一覧」
を押下します

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(13)3(13) 参加資格確認申請（調達案件一覧参加資格確認申請（調達案件一覧 ））

①

「調達案件一覧」から
条件に合致する案件を
選択します。

「提出」ボタンを
押下します。

①

注意事項

一覧が複数ページある場合、 ボタ
ンを押下して表示を切り替えることがで
きます。

提出

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(14)3(14) 参加資格確認申請（参加資格確認申請）参加資格確認申請（参加資格確認申請）

①
① スクロールバーで
画面を移動し、必
要事項を入力しま
す。

参加資格確認申請を行
います。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(15)3(15) 参加資格確認申請（参加資格確認申請）参加資格確認申請（参加資格確認申請）

参照

添付資料が必要な
場合は、「参照」
を押下します。

①

② 「添付資料追加」
を押下します。

引き続き参加資格確認
申請を行います。

添付資料の送付可能サイズは1MB以内です。
添付ファイルは、ウィルスチェックを最新版の
チェックデータ（定義ファイル）で行って下さい。

注意事項

①
②添付資料追加

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(16)3(16) 参加資格確認申請（参加資格確認申請（自動審査項目入力自動審査項目入力））

自動審査項目に対する
回答を行います。
内容に従い、選択、記
入をお願いします。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(17)3(17) 参加資格確認申請（申請書確認）参加資格確認申請（申請書確認）

「戻る」を押下す
ると、調達案件一
覧の画面に戻りま
す。

①

①

申請内容がすべて
記入できたら「提
出内容確認」を押
下します。

②

参加資格確認申請書を
提出します。

戻る

提出内容確認

②

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(18)3(18) 参加資格確認申請（申請書確認）参加資格確認申請（申請書確認）

入力間違い等があ
る場合は「戻る」
を押下します。

③

「印刷」を押下し、
画面の内容を印刷
します。

②

参加資格確認申請書の
確認画面です。

印刷 提出 戻る

内容に間違いがな
ければ「提出」を
押下します。

①

① ② ③

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

（途中省略）
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44..3(19)3(19) 参加資格確認申請（申請書確認）参加資格確認申請（申請書確認）

①

ブラウザの「印
刷」アイコンをク
リックして印刷し
ます。

①

参加資格確認申請書
が正しく送信される
と、参加資格確認申
請書受信確認通知が
表示されます。

印刷終了後、
「×」を押下し画
面を閉じます。

②

②

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(20)3(20) 参加資格確認参加資格確認申請受信確認通知申請受信確認通知

「調達案件一覧」
を押下し、調達案
件一覧画面に戻り
ます。

①

①

印刷実行後、元の画面（参加資格確認申請受信確認通
知）に戻ると、「調達案件一覧」がグレーから水色に
変化し、押せる状態になります。

注意事項

調達案件一覧

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明



112

44..3(21)3(21) 参加資格確認参加資格確認申請申請書書受付票受付票のの確認確認

表示

受付票欄の「表
示」を押下します。

①

申請した参加資格確認
申請書受付票を確認し
ます。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(22)3(22) 参加資格確認参加資格確認申請申請書書受付票受付票のの確認確認

参加資格確認申請書受
付票の画面です。

① ②
印刷 戻る

「戻る」を押下す
ると、調達案件一
覧へ戻ります。

「印刷」を押下す
ると印刷イメージ
が別ウインドウで
表示されます。ブ
ラウザの印刷機能
で印刷します。

②

①

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(23)3(23) 参加参加資格確認資格確認通知通知書の確認書の確認

調達案件一覧の画面で
す。
大阪府より入札参加資
格に関する通知がある
場合、「表示」ボタン
が表示されます。

「表示」を押下し、
内容を確認します。

①

①
表示

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..3(24)3(24) 参加参加資格確認資格確認通知通知書の書の確認（確認（参加資格有）参加資格有）

印刷 戻る

参加資格確認通知書
（参加資格有）の画面
です。

※参加資格の有無
等通知書の内容を
必ずご確認くださ
い。

① 「印刷」を押下す
ると印刷イメージ
が別ウインドウで
表示されます。ブ
ラウザの印刷機能
で印刷します。

②

②①

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

「戻る」を押下す
ると、調達案件一
覧へ戻ります。
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44..3(25)3(25) 参加参加資格確認資格確認通知通知書の書の確認（確認（参加資格無）参加資格無）

印刷 戻る

②①

「戻る」を押下す
ると、調達案件一
覧へ戻ります。

① 「印刷」を押下す
ると印刷イメージ
が別ウインドウで
表示されます。ブ
ラウザの印刷機能
で印刷します。

②

参加資格確認通知書
（参加資格無）の画面
です。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

※参加資格の有無
等通知書の内容を
必ずご確認くださ
い。
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44..3(26)3(26) 辞退届の提出（辞退届の提出（入札状況一覧入札状況一覧））

①
辞退届提出

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

辞退届欄の「提
出」ボタンを押下
し、辞退届を提出
します。

①

入札を辞退する場合
には、必ず辞退届け
を提出してください。

辞退届けを提出でき
る期間は、入札参加
資格を得たときから
入札書を提出するま
でです。
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４．４ 設計図書の
ダウンロード

入札参加申請が受理された業者のみ、電子入札システム
から設計図書をダウンロードすることができます。

第４章 電子入札システムの
特徴と操作説明

有有
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44..4(1)4(1) 設計図書ダウンロード設計図書ダウンロード（（電子入札電子入札ログイン）ログイン）

①

「電子入札システ
ム」を押下します。

①

設計図書のダウンロー
ドを行います。
電子入札システムの
トップページから操作
を開始します。注意事項

こちらに時刻が表
示されてから操作
をしてください。

電子入札システム

②

② ＰＩＮ番号入力ダ
イアログが表示さ
れるので、ＩＣ
カードを挿入後
「ＰＩＮ番号」を
入力します。

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..4(2)4(2) 検索条件入力検索条件入力

①

②
③

検索画面です。

調達案件一覧

検索条件を入力し
てください。

①

②スクロールバーで
移動します。

③「調達案件一覧」
を押下します

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..4(3)4(3) 設計図書ダウンロード（調達案件一覧設計図書ダウンロード（調達案件一覧 ））

①

該当する案件の
「表示」を押下し
設計図書ダウン
ロード画面に移動
します。

①

表示

設計図書がある場合だけ、調達案件一覧画面の設計図
書欄に「表示」ボタンが表示されます。
（物品案件では設計図書の配布を行っておりません）

注意事項

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..4(4)4(4) 設計図書ダウンロード設計図書ダウンロード （設計図書配布）（設計図書配布）

①

②

③

保存

保存

ダウンロードした
い設計図書を選択
します。

①

「保存」を押下し
ます。

②

設計図書をダウンロー
ドします。

ファイルのダウン
ロードダイアログ
が表示されますの
で、「保存」を押
下します。

③

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..4(5)4(5) 設計図書設計図書に対する質問と回答（１）に対する質問と回答（１）

①説明要求

設計図書に対する質
問を行うことができ
ます。

電子入札トップ
ページの「説明要
求」を押下します。

①

②

② ＰＩＮ番号入力ダ
イアログが表示さ
れるので、ＩＣ
カードを挿入後
「ＰＩＮ番号」を
入力します。

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..4(6)4(6) 設計図書に対する質問と回答（２）設計図書に対する質問と回答（２）

①②

調達案件検索の画面で
す。
案件の検索を行います。

検索条件を選択し、
設定します。

①

② 「設計図書」を押
下します。設計図書

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明



125

44..4(7)4(7) 設計図書に対する質問と回答（３）設計図書に対する質問と回答（３）

設計図書調達案件一覧
から該当する案件を選
択します。

該当する案件の
「選択」を押下し
ます。

①

①
選択

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..4(8)4(8) 設計図書に対する質問と回答（４）設計図書に対する質問と回答（４）

設計図書に対する質問
を作成します。

①

今までに寄せられ
た質問をＣＳＶ形
式でダウンロード
し、内容を確認し
ます。

①

② さらに質問が必要
なときは、「質問
入力」を押下しま
す。

②

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..4(9)4(9) 設計図書に対する質問と回答（５）設計図書に対する質問と回答（５） 有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

題名を入力します。
（必須）

①

② 質問内容を入力します。
（複数の質問を記入し
ないで下さい。）

③ 資料を添付する際は、
「参照」を押下し、添
付するファイルを選択
します。

④ 資料を選択した後、
「添付資料追加」を押
下します。

⑤ 最後に「入力内容確
認」を押下します。

※資料の添付を許可し
ていない案件もありま
すので質問方法につい
ては入札説明書を確認
して下さい。

①

②

③

参照
添付資料追加

④

添付できるファイルの容量は１ＭＢ以内です。
添付ファイルは、ウィルスチェックを最新版のチェック
データ（定義ファイル）で行って下さい。
添付資料には質問を記入しないで下さい。

⑤ 入力内容確認
注意事項
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44..4(10)4(10) 設計図書に対する質問と回答（６）設計図書に対する質問と回答（６）

入力した内容を確
認します。訂正す
るときは、②「戻
る」を押下します。

①

③ 登録した内容を確
認後、「登録公
開」を押下します。①

②③
登録公開

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

質問事項は１つづつしか受付けられません。質問事項が複数ある
場合は登録完了後、設計図書に対する質問と回答（４）からの手
順を繰り返して下さい。

注意事項
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44..4(11)4(11) 設計図書に対する質問と回答（７）設計図書に対する質問と回答（７）

「質問／回答一
覧」を押下し、設
計図書質問回答一
覧画面へ戻ります。

①

①

設計図書に対する質問
の送信確認画面です。

質問／回答一覧

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..4(12)4(12) 設計図書に対する質問と回答（８）設計図書に対する質問と回答（８）

質問／回答の「表
示」を押下します。

①

設計図書に対する質問
の回答を見ます。

① 表示

発注者より回答が届くと、質問回答一覧画面の
回答日時欄に、回答日時が表示されます。

注意事項

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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44..4(13)4(13) 設計図書に対する質問と回答（９）設計図書に対する質問と回答（９）

「回答」欄に発注
者からの回答が記
述されています。

設計図書に対する質問
の回答を見ます。

①

①

②

「戻る」を押下す
ると調達案件検索
へ戻ります。

③

② ③
戻る印刷

「印刷」を押下す
ると別ウインドウ
で印刷用の画面が
表示されます。

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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４．５ 連絡事項の確認

電子入札の案件ごとに、その案件に関する連絡事項を掲
示する機能です。
大阪府からの重要なお知らせがある場合がありますので、
必ず確認するようにしてください。

第４章 電子入札システムの
特徴と操作説明
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4.5(1)4.5(1) 連絡事項確認（連絡事項確認（電子入札電子入札ログイン）ログイン）

①
「電子入札システ
ム」ボタンを押下
します。

①

連絡事項を確認しま
す。

注意事項

こちらに時刻が表
示されてから操作
をしてください。

電子入札システム

②

② ＰＩＮ番号入力ダ
イアログが表示さ
れるので、ＩＣ
カードを挿入後
「ＰＩＮ番号」を
入力します。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.5(2)4.5(2) 連絡事項確認（連絡事項確認（入札状況一覧入札状況一覧））

連絡事項を確認す
るには、「表示」
を押下します。

②

「入札状況一覧」
画面で、現在入札
中の案件状況を参
照することができ
ます。

①
入札状況一覧

①

表示

②

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.5(3)4.5(3) 連絡事項確認（連絡事項確認）連絡事項確認（連絡事項確認）

発注者からの連絡
事項が記載されて
いますので、確認
してください。

①

①

・「申請受付中」 ・「申請審査（通知）中」
・「入札（見積）受付」・「入札（見積）締切」
・「開札執行済み（未開封無し）」
・「状況登録済み（落札候補有り）」
・「執行担当者署名済み（落札者決定）」
・「結果登録済み（落札者決定／契約締結）」

等があります。

大阪府からの連絡事項
を確認することができ
ます。

案件状況について 注意事項

約1分ごとに最新
情報を表示させる
ことができます。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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４．６ 入札書提出

第４章 電子入札システムの
特徴と操作説明

有有
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4.6(1)4.6(1) 入札書提出（入札書提出（電子入札電子入札ログイン）ログイン）

①
「電子入札システ
ム」ボタンを押下
します。

①

入札書の提出を行いま
す。

注意事項

こちらに時刻が表
示されてから操作
をしてください。

電子入札システム

②

② ＰＩＮ番号入力ダ
イアログが表示さ
れるので、ＩＣ
カードを挿入後
「ＰＩＮ番号」を
入力します。

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.6(2)4.6(2) 入札書提出入札書提出

「入札状況一覧」
を押下します。

②

入札書の提出を行いま
す。

① 該当する案件の条
件を設定します。

①

②

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.6(3)4.6(3) 入札書提出（入札書提出（入札状況一覧入札状況一覧））

入札欄の「入札書
提出」ボタンを押
下し、入札書を作
成します。

①

「入札状況一覧」画面
で、現在入札中の案件
状況を参照することが
できます。

①
入札書提出

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.6(4)4.6(4) 入札書提出（入札書提出（入札書作成入札書作成））

内訳書を添付しま
す。

①

①
②

②

入札書を作成します。

入札金額を入力し
ます。

商号（連絡先名
称）、氏名、住所、
電話番号、メール
アドレスを記入し
ます。

③

③

④ くじ入力番号を入
力します。

④

⑤
「提出内容確認」
を押下します。

⑤

有有

漢字混じりで表示されます。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.6(5)4.6(5) 入札書提出（入札書提出（入札書作成入札書作成））

注意事項

入札金額の入力と同時に、画面右側に入力した入札金額と、
漢字混じりの金額を表示します。入札金額は、単位・桁数の
確認をしてから登録をするようにして下さい。

【入札金額】

注意事項

くじ引きに必要な「くじ入力番号」は、同額の入札額になっ
たときの抽選時に必要となります。
任意の３桁の数字を必ず入力してください。

【くじ入力番号】

注意事項

ファイルサイズは１ＭＢ以内です。
また、内訳書や低入札調書など、郵送書類が必要な場合は入
札説明書に従い、必ず郵送してください。

【内訳書の添付】

①

②

④

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.6(6)4.6(6) 入札書提出（入札書提出（入札書の確認入札書の確認））

「印刷」を押下す
ると印刷用の画面
が別ウインドウで
表示されます。

①

②

入札書の内容を確認し
ます。

内容がよろしけれ
ば「入札書提出」
を押下します。

③②

①
③

印刷

入札書提出

戻る

「戻る」を押下す
ると、入札書の作
成画面に戻ります。

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.6(7)4.6(7) 入札書提出（入札書提出（印刷印刷））

入札書を印刷します。

① ブラウザの「印
刷」アイコンをク
リックして印刷し
ます。

①②

印刷終了後、
「×」を押下し画
面を閉じます。

②

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.6(8)4.6(8) 入札書提出（入札書提出（入札書受信確認通知入札書受信確認通知））

① 「印刷」を押下す
ると別ウインドウ
で印刷用の画面が
表示されます。

入札書受信確認通知画
面です。

①

印刷

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.6(9)4.6(9) 入札書提出（入札書提出（印刷印刷））

入札書受信確認通知書
を印刷します。①
ブラウザの「印
刷」アイコンをク
リックして印刷し
ます。

①②

印刷終了後、
「×」を押下し画
面を閉じます。

②

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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4.6(10)4.6(10) 入札書提出（入札書提出（入札書受信確認通知入札書受信確認通知））

「入札状況一覧」
を押下し、入札状
況一覧画面へ戻り
ます。

①

入札書受信確認通知画
面です。

①

入札状況一覧

印刷実行後、元の画面（入札書受信確認通知）に戻る
と、「入札状況一覧」がグレーから水色に変化し、押
せる状態になります。

注意事項

有有
第４章 電子入札システムの特徴と操作説明
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４．７ 落札結果

第４章 電子入札システムの
特徴と操作説明

落札結果は、公開画面（ICカード不要）または電子入札シス
テム（ICカード必要）のどちらからでも閲覧できます。

ただし、開札から落札決定までの情報は、電子入札システム
（ICカード必要）では閲覧できません。
この場合は、公開画面（ICカード不要）で閲覧してください
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②
入札結果

総合評価入札案件の
一覧情報は、こちら
をクリックします。

注意事項

4.4.77((11)) 落札結果落札結果

次ページの「入札
結果」ボタンをク
リックします。

②

入札結果を閲覧する
公開画面へのアクセ
ス方法です。

① 大阪府電子調達
（電子入札）シス
テムの「入札結
果」ボタンをク
リックします。

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

入札結果

①
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4.4.77((22)) 落札結果落札結果

入札結果を閲覧する
案件を検索します。

① 該当する案件の名
称や入札方式など
の条件を入力しま
す。

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

①

② 検索

② 「検索」ボタンを
押下します。
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4.4.77((33)) 落札結果落札結果

条件に合致する案
件が一覧表示され
るので、該当する
案件の入札結果
「閲覧」ボタンを
クリックします。

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

①

①閲覧
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4.4.77((44)) 落札結果落札結果
第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

該当案件の入札結果
情報が表示されます。

① くじが行われた場
合、その結果を確
認するには「くじ
引き結果」をク
リックします。

※電子くじの取り扱い方
法については、大阪府電
子調達（電子入札）シス
テムのページに説明が掲
載してあります。

くじが行われた場合

①
くじ引き結果
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4.4.77((55)) 落札結果落札結果((総合評価型一般競争入札の場合総合評価型一般競争入札の場合))
第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

総合評価型一般競争
入札の場合には、
「総合評価詳細結
果」へのリンクも表
示されます。

①

注意事項

画面には総合評価点が表
示されません。
リンク先画面で総合評価
点を確認してください。
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4.6(4.6(66)) 総合評価一般競争入札結果情報総合評価一般競争入札結果情報((１１))
第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

①
① 「総合評価詳細結
果」へのリンクを
クリックします。

② 「ファイルのダウ
ンロード」ダイア
ログが表示される
ので、「開く」ボ
タンを押下します。

②
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① 総合評価点を確認
します。

4.6(4.6(77)) 総合評価一般競争入札結果情報総合評価一般競争入札結果情報((２２))
第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

①



第第５５章章 その他の操作方法その他の操作方法
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５．１５．１ よくあるトラブルと解決法よくあるトラブルと解決法

第第５５章章 その他の操作方法その他の操作方法
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電子調達システムを利用中に電子調達システムを利用中に、設定によっては以下のようなトラブルが発、設定によっては以下のようなトラブルが発
生することがあります。生することがあります。

5.5.11((11)) よくあるトラブル例よくあるトラブル例
第５章 その他の操作方法

・電子申請で申請情報を入力後「次へ」ボタンを押しても、元の画面・電子申請で申請情報を入力後「次へ」ボタンを押しても、元の画面
（入力画面）に戻ってしまう。（入力画面）に戻ってしまう。
・大阪府電子調達（電子入札）システムページから「電子入札」ボタン・大阪府電子調達（電子入札）システムページから「電子入札」ボタン
を押しても、電子入札システムが開かない。（別の画面が出る）を押しても、電子入札システムが開かない。（別の画面が出る）
・・ICICカード等の設定が正常に終わっている（以前は時計が表示されていカード等の設定が正常に終わっている（以前は時計が表示されてい
た）のに、時計表示が出なくなった。た）のに、時計表示が出なくなった。

電子入札シス
テムが起動し
ない！
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5.5.11((22)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((１１))
第５章 その他の操作方法

①インターネットエクスプローラの①インターネットエクスプローラのバージョンを確認する。バージョンを確認する。
→インターネットエクスプローラ７には対応していませんのでイン→インターネットエクスプローラ７には対応していませんのでイン
ターネットエクスプローラ６のパソコンで利用してください。ターネットエクスプローラ６のパソコンで利用してください。

②インターネットエクスプローラまたはアドオン（②インターネットエクスプローラまたはアドオン（GoogleGoogleツールバーツールバー

など）のなど）の機能によるポップアップブロックを無効にする。機能によるポップアップブロックを無効にする。

③インターネットエクスプローラ③インターネットエクスプローラのキャッシュをクリアします。のキャッシュをクリアします。

④信頼済み④信頼済みサイトに電子調達システムを追加します。サイトに電子調達システムを追加します。

⑤⑤JavaJavaのバージョンを確認し、利用できるバージョンにします。のバージョンを確認し、利用できるバージョンにします。

⑥⑥JavaJavaのキャッシュをクリアします。のキャッシュをクリアします。

このような事象をはじめ、トラブルが発生した際には以下の操作を実施すこのような事象をはじめ、トラブルが発生した際には以下の操作を実施す
ることで、正常に利用できることがあります。ることで、正常に利用できることがあります。
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5.5.11((33)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((２２))

①インターネットエクスプローラのバージョンを確認します。①インターネットエクスプローラのバージョンを確認します。

インターネット
エクスプローラ
のメニューから
「ヘルプ」をク
リックします。

①

「バージョン情
報」をクリック
します。

②

Versionを確認
します。

③

①

③

②

Versionの後の数字が「５．５」
または「６」で始まっていれば利
用可能なバージョンです。

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((44)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((３３))

設定画面にはコントロールパネルからアクセスします。設定画面にはコントロールパネルからアクセスします。

＜コントロールパネル（＜コントロールパネル（Windows XPWindows XPの場合）＞の場合）＞

「スタート」メ
ニューをクリッ
クします。

①

①

「コントロール
パネル」をク
リックします。

②

②

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((55)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((４４))

②、③インターネットエクスプローラに関する設定を行います。②、③インターネットエクスプローラに関する設定を行います。

＜インターネットオプション（＜インターネットオプション（Windows XPWindows XPの場合）＞の場合）＞

「セキュリティ
センター」をク
リックします。

①

①

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((66)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((５５))

「インターネッ
トオプション」
をクリックしま
す。

①

①

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((77)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((６６))

「インターネッ
トオプション」
を開きます。

②ポップアップブロックを解除します。②ポップアップブロックを解除します。

「ポップアップ
をブロックす
る」チェックを
ＯＦＦにします。

②

①

②

「プライバ
シー」タブをク
リックします。

①

＜インターネットエクスプローラの設定＞＜インターネットエクスプローラの設定＞

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((88)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((７７))

＜＜GoogleGoogleツールバーの場合＞ツールバーの場合＞

① Googleツール
バーのブロック
ボタンをクリッ
クします。

①

インターネットエクスプローラのアドオン（インターネットエクスプローラのアドオン（GoogleGoogleツールバーなど）ツールバーなど）
の場合は、それぞれ設定方法が異なります。ご利用になっているアドオの場合は、それぞれ設定方法が異なります。ご利用になっているアドオ
ンのヘルプ等を参照の上、ポップアップブロックを解除してください。ンのヘルプ等を参照の上、ポップアップブロックを解除してください。

ポップアップブ
ロックを解除し
たいサイト（電
子申請システム、
電子入札システ
ム）を開きます。

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((99)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((８８))

「インターネッ
トオプション」
を開きます。

③インターネットエクスプローラのキャッシュをクリアします。③インターネットエクスプローラのキャッシュをクリアします。

「ファイルの削
除」ボタンをク
リックします。

②

①

③

「全般」タブを
クリックします。

①

「ＯＫ」ボタン
をクリックしま
す。

③

②

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((1010)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((９９))

インターネット
オプションを開
きます。

④信頼済みサイトに電子調達システムを追加します。④信頼済みサイトに電子調達システムを追加します。

① ②
「セキュリ
ティ」タブをク
リックします。

①

③ 「信頼済みサイ
ト」をクリック
します。

②

「サイト」ボタ
ンをクリックし
ます。

③

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((1111)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((１０１０))

「次のWebサイ
トをゾーンに追
加する」欄にシ
ステムのURLを
入力します。

①

① ②

「追加」ボタン
をクリックしま
す。

②

③
「OK」ボタンを
クリックします。

③

①で入力するURLは以下のとおりです。
（電子入札システム）https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/
（電子申請システム）https://eawww.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/

①で入力するURLは以下のとおりです。
（電子入札システム）https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/
（電子申請システム）https://eawww.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/

第５章 その他の操作方法



168

5.5.11((1212)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((１１１１))

⑤、⑥⑤、⑥JavaJavaに関する設定を行います。に関する設定を行います。

＜＜JavaJava PlugPlug--ininコントロールパネル（コントロールパネル（Windows XPWindows XPの場合）＞の場合）＞

コントロールパ
ネルを開きます。

①

「クラシック表
示に切り替え
る」をクリック
します。

①

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((1313)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((１２１２))

⑤⑤JavaJavaのバージョンを確認し、利用できるバージョンにします。のバージョンを確認し、利用できるバージョンにします。

＜＜JavaJavaバージョンの確認方法＞バージョンの確認方法＞

Java Plug-inの
後の数字を確認
します。

①

①

コントロールパ
ネルを開き、ク
ラシック表示に
切り替えます。

以下の場合には、大阪府電子調達システムが正常に動作しないことが
あります。
・1.3.1_06または1.3.1_08以外のバージョンが表示されている
・複数のバージョンが表示されている
該当する場合には利用できるバージョンをいずれか１つのみインス
トールしなおしてください。

以下の場合には、大阪府電子調達システムが正常に動作しないことが
あります。
・1.3.1_06または1.3.1_08以外のバージョンが表示されている
・複数のバージョンが表示されている
該当する場合には利用できるバージョンをいずれか１つのみインス
トールしなおしてください。

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((1414)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((１３１３))

⑥⑥JavaJavaのキャッシュをクリアします。のキャッシュをクリアします。

Java Plug-in 
（1.3.1_06または
1.3.1_08）をダブ
ルクリックします。

①①

コントロールパ
ネルを開き、ク
ラシック表示に
切り替えます。

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((1515)) よくあるトラブル解決法よくあるトラブル解決法((１４１４))

「キャッシュ」タ
ブをクリックしま
す。

①①

②
「JARキャッシュ
をクリア」ボタン
をクリックします。

②

第５章 その他の操作方法
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5.5.11((1616)) JREJREの脆弱性についての脆弱性について

「 Java Plug-in

の有効化」ボタン
をクリックし、
チェックをはずし
ます。

①①

② 「適用」ボタンを
クリックします。

②

JavaJava実行環境実行環境(JRE)(JRE)について、米国について、米国Sun Sun microsystemsmicrosystems社は、ＪＲＥ社は、ＪＲＥ
1.3.1_061.3.1_06を含む複数のバージョンに脆弱性があることを公表しています。を含む複数のバージョンに脆弱性があることを公表しています。
大阪府電子入札システム以外のＷｅｂサイトに接続するときは、大阪府電子入札システム以外のＷｅｂサイトに接続するときは、JJavaava実行実行
環境（環境（JREJRE）の利用を無効化）の利用を無効化することにより外部攻撃の危険から回避できすることにより外部攻撃の危険から回避でき
ます。ます。

Java Plug-inコント
ロールパネルを開き
ます。

＜＜JREJREの利用を無効化する方法＞の利用を無効化する方法＞

第５章 その他の操作方法

※※大阪府の電子入札システムをご利用になる場合は、必ず有効化をして大阪府の電子入札システムをご利用になる場合は、必ず有効化をして
下さい。下さい。
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５．２５．２ ＦＡＱ（よくある質問）ＦＡＱ（よくある質問）

第第５５章章 その他の操作方法その他の操作方法
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55..2(1) 2(1) FAQFAQ（よくある質問）の使い方（１）（よくある質問）の使い方（１）

「 FAQ」ボタンを

クリックします。
①

電子調達システムの
FAQ（よくある質
問）を検索し、閲覧
します。

第５章 その他の操作方法

①
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55..2(2) 2(2) FAQFAQ（よくある質問）の使い方（２）（よくある質問）の使い方（２）

「キーワードで検

索するQ&A」ボタ
ンをクリックしま
す。

①

第５章 その他の操作方法

①
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55..2(3) 2(3) FAQFAQ（よくある質問）の使い方（３）（よくある質問）の使い方（３）

キーワードを入力
します。
(例：「受付票」)

①

第５章 その他の操作方法

①

②
「検索」ボタンを
クリックします。

②
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55..2(4) 2(4) FAQFAQ（よくある質問）の使い方（４）（よくある質問）の使い方（４）

受付票に関する検
索結果が表示され
ます。

①

第５章 その他の操作方法

①



その他その他



179

問い合わせ等（大阪府電子調達（電子入札）システム）問い合わせ等（大阪府電子調達（電子入札）システム）

「大阪府電子調達（電子入札）システム」

電子調達システム
（電子申請や電子
入札）の利用はも
とより、システム
に関する様々な情
報へのアクセスを
行なう玄関口です。

この説明会で使用
した資料や、操作
マニュアルなどの
資料についても、
こちらからダウン
ロードしてご利用
いただけます。
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電子入札体験版（チュートリアル）

①
②

③

④

電子入札体験版では、
以下の操作が体験し
ていただけます。

① ICカード登録

② 案件の公告情報閲
覧

③ 建設工事、委託役
務、物品の条件付
一般競争入札

④ 開札結果、落札結
果の閲覧
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問い合わせ等（電子入札ヘルプですよ）問い合わせ等（電子入札ヘルプですよ）

「電子入札ヘルプですよ」
電子入札システムおよび電子申請システムの操作などについて、専用
の相談電話を設置します。
初めて大阪府電子調達システムを利用する方も安心できるよう、専門
知識を有する技術者が操作方法などについて電話でアドバイスします。

電話番号： ０６－０６－６４４８６４４８－－９９２０９９２０
（9:00～17:30 土曜・日曜・祝日をのぞく）

（例えばこんなときに．．．）
・画面の操作がわからなくなった。
・送信ボタンを押すとエラーが出る。
アドバイスして欲しい。

ヘルプデスクでは、事後に、お問い合わせやご連絡をする場合がありますので、最初に、
氏名と電話番号（携帯番号を除く）をお聞きします。あらかじめ、ご了承ください。
また、氏名、電話番号の個人情報は、お問い合わせの対応以外の目的では利用しません。


